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佐
賀
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号 

 

教

育

庁 
 
 
 

教
育
事
務
所 

 
 
 

教

育

機

関 
 
 
 

 

文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
策
の
推
進
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
の
関
係
条
例
の
整

備
に
関
す
る
条
例
及
び
教
育
委
員
会
の
権
限
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
施
行
等
に
伴
う
関

係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

佐
賀
県
教
育
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 
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文
化
及
び
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
施
策
の
推
進
体
制
の
強
化
を
図
る
た
め
の
関

係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
及
び
教
育
委
員
会
の
権
限
の
委
任
等
に
関
す

る
規
則
の
施
行
等
に
伴
う
関
係
訓
令
の
整
備
に
関
す
る
訓
令 

 

（
教
育
庁
専
決
規
程
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

教
育
庁
専
決
規
程
（
平
成
七
年
佐
賀
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
七
条
第
七
号
中
「
（
県
立
学
校
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同

条
第
六
号
中
「
事
務
を
処
理
す
る
」
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
五
号

中
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
を
処
理
す
る
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
七
号
と
し
、
同

条
第
四
号
中
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
を
処
理
す
る
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第
六
号

と
し
、
同
条
中
第
三
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。 

 
 

三 

県
立
学
校
の
整
備
計
画
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 
 

四 

グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応
し
た
教
育
の
推
進
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
。 

 
 

第
八
条
中
第
二
十
八
号
を
削
り
、
第
二
十
九
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
三
十
号
を
第

二
十
九
号
と
し
、
第
三
十
一
号
を
第
三
十
号
と
す
る
。 
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第
九
条
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。 

 
 

十
七 

体
育
、
学
校
保
健
、
学
校
安
全
及
び
学
校
給
食
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
に
関

す
る
こ
と
。 

 
 

十
八 

体
育
、
学
校
保
健
、
学
校
安
全
及
び
学
校
給
食
に
関
す
る
報
告
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

十
九 

体
育
、
学
校
保
健
、
学
校
安
全
及
び
学
校
給
食
に
関
す
る
研
修
会
、
講
習
会
等

の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十 

体
育
、
学
校
保
健
及
び
学
校
給
食
関
係
団
体
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
一 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
指
定
校
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
二 

生
徒
、
児
童
及
び
幼
児
の
保
健
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

二
十
三 

県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
委
嘱
に
関
す
る
こ

と
。 

 
 

二
十
四 

学
校
給
食
の
開
設
及
び
廃
止
届
等
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

第
十
条 

削
除 

 
 

第
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
社
会
教
育
・
文
化
財
課
長
」
を
「
文
化
財
課
長
」

に
改
め
、
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
二

号
と
し
、
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
三
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
六

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
八
号
を
削
る
。 

 
 

第
十
二
条
第
二
十
三
号
を
削
る
。 

 

（
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
す
る
規
程
の
廃

止
） 

第
二
条 

教
育
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
の
週
休
日
及
び
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
五
十
三
年
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


